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特定個人情報取扱規則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（以下、「番号法」という。）及び関係法令、特定個人情報保護委員会策定の「特

定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）

等に基づき、一般社団法人青森県サッカー協会（以下、「本協会」という。）の保有する

特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するために必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において、各用語の定義は次の通りとする。 

① 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

② 個人番号 

住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民

票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

③ 特定個人情報 

個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

④ 個人情報データベース等 

個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検

索することができるように体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定める

ものをいう。 

⑤ 個人情報ファイル 

個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有する

ものをいう。 

⑥ 特定個人情報ファイル 

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 

⑦ 個人番号利用事務 

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、その保

有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために

必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 

⑧ 個人番号関係事務 

個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

をいう。 

⑨ 個人番号利用事務実施者 
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個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた

者をいう。 

⑩ 個人番号関係事務実施者 

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた

者をいう。 

⑪ 従業者 

本協会において、雇用関係の有無を問わず、個人番号関係事務に従事する全ての者を

いう。理事、監事、会員、委員、従業員（正職員、契約職員、再雇用職員、パートタイ

ム職員）、業務委託者、派遣職員を含む。 

（適用） 

第３条 この規則は従業者に適用する。 

２ この規則は、本協会が取り扱う特定個人情報等を対象とする。 

（特定個人情報基本方針） 

第４条 本協会における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報等の

適正な取扱いに関する基本方針（以下、「基本方針」という。）を定める。 

第２章 安全管理措置 

第１節 組織的安全管理措置・人的安全管理措置 

（個人番号を取り扱う事務の範囲） 

第５条 本協会において個人番号を取り扱う事務は、次の表に掲げる範囲のみとする。 

職員に係る個人番号事務 

（番号法 第９条第３項） 

雇用保険届出事務 

健康保険、厚生年金保険届出事務 

労働災害者補償保険法に基づく請求に関する事務 

給与所得、退職所得の源泉徴収票作成事務 

職員以外の個人に係る個人番

号関係事務  

国民年金第3号被保険者届出事務 

報酬、料金等の支払調書作成事務 

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務 

不動産の使用料等の支払調書作成事務 

不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務 

（特定個人情報等取扱責任者） 

第６条 本協会は、特定個人情報等の取扱いに関しての責任者（以下、「責任者」という。）

を下記のとおり定める。 

特定個人情報等取扱責任者 事務局長 

２ 責任者は、次の各号に掲げる事項その他本協会における特定個人情報等に関する全ての

権限と責務を有する。 

① 基本方針及び取扱規程の策定、改定、従業者への周知 
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② 特定個人情報等の取扱いを管理する上で必要な事案の承認・決裁 

③ 特定個人情報等に関する安全管理措置の策定・推進・監督 

④ 情報漏洩事故発生時の対応策の策定・実施・本協会会長への報告 

（体制の見直し） 

第７条 責任者は年１回以上の頻度で又は臨時に特定個人情報の運用状況の記録及び特定個

人情報ファイルの取扱状況の確認を実施しなければならない。 

２ 責任者は、前項の確認の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組

むものとする。 

（苦情等への対応） 

第８条 本協会における特定個人情報等の取扱いに関する質問・苦情等があったときは、責

任者の指示に従い適切に対応する。 

２ 質問・苦情の等の内容及びその対応状況については記録をし、これを３年間保存するも

のとする。 

第２節 物理的安全管理措置 

（盗難等の防止） 

第９条 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体等及び書類等の盗難または紛失等を防止

するため、次に掲げる措置を実施する。 

① 特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、又は盗

難防止用のセキュリティワイヤー等により持ち出せないように固定する。 

② 特定個人情報等を含む書類及び電子媒体等は、施錠できるキャビネット等に保管する。 

③ 特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえでこれを

保存し、当該パスワードについては部門責任者が認める者にしか通知しない。 

（特定個人情報等を持ち出す場合の措置） 

第１０条 本協会において保有する特定個人情報等を管理区域及び取扱区域以外に持ち出す

ときは、次に掲げる方法により管理する。 

① 特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されないよう封筒

に入れ封緘し、責任者のみが持ち運びを行うものとする。また、持ち運びの際は、終始

手元から手放すことがないよう厳重に管理する。 

② 特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、簡易書留等の追跡可能な

移送手段等を利用する。 

③ 特定個人情報ファイルを電子媒体等又は機器にて持ち出すときは、ファイルへのパス

ワードの付与等又はパスワードを付与できる機器の利用等の措置を講じる。 

２ 前項の定めに関わらず、行政機関等に法定調書等をデータで提出する場合は、行政機関

等が指定する提出方法に従うものとする。 

第３節 技術的安全管理措置 

（不正アクセス等の防止） 

第１１条 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するた
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め、情報システム及び機器にファイアウォールの設置やセキュリティ対策ソフトウェアの

導入等を実施する。 

２ ソフトウェア等は更新を行い、常に最新の状態に保つものとする。 

３ ログ等の分析を最低でも月に１回の頻度で実施し、不正アクセス等を検知できるような

措置をとるものとする。 

（通信による情報漏洩の防止） 

第１２条 特定個人情報等をインターネット等により外部に送信するときは、通信経路にお

ける情報漏洩等を防止するため、通信経路の暗号化等の措置を講じる。 

２ 送信する特定個人情報等は、暗号化又はパスワードによる保護を行う。 

第３章 個人番号の取得 

（個人番号の取得） 

第１３条 本協会は、第５条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限り、本人

又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提

供を求めることができるものとする。 

２ 個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生したときと

する。ただし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなときは、契約等の締結

時又は採用もしくは委嘱の内定時に個人番号の提供を求めることができるものとする。 

３ 本人に個人番号の提供を求める際は書面にて利用目的を通知するものとする。 

４ 前項で本人に通知した利用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合は、当初

の利用目的と相当の関係性を有すると合理的に認められる範囲内に限り、利用目的を変更

して本人へ通知を行った上で、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することがで

きる。 

（本人確認） 

第１４条 本協会は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等に基

づき本人確認を行うこととする。 

２ 書面の送付により個人番号の提供を受けるときは、併せて本人確認に必要な書面又はその

写しの提出を求めるものとする。 

（本人確認書類の保存） 

第１５条 提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又

はその事務における書類の法定保存期間が終了するまでの間、施錠できるキャビネットに

て保管するものとする。 

２ 情報システムを使用して個人番号、本人確認書類一式の管理を採用した場合、上記の限

りではない。情報システムへの番号登録、本人確認書類の登録後、書類原本は速やかに廃

棄するものとする。 

第４章 個人番号の利用 

（個人番号の利用） 

第１６条 本協会は、第５条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、個人番号
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を利用するものとする。なお、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個

人番号を利用してはならない。 

２ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず本協会が保有し

ている個人番号を利用することができる。 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第１７条 本協会は、第５条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人

情報ファイルを作成するものとする。 

２ 特定個人情報ファイルには、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえで責任者

指定の場所に保存するものとする。指定の場所以外に特定個人情報ファイルを保存しては

ならない。 

第５章 特定個人情報等の保管 

（保管） 

第１８条 本協会は、第５条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等を保管す

る。ただし、所管法令等により書類の保存期間が定められているものについては、当該期

間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。 

２ 特定個人情報等を含む書類であって、法定保存期間を有するものは、その法定保存期間

が明確にわかるようにファイルにラベルを付ける等の措置をしたうえで、施錠できるキャ

ビネット等に保管する。 

３ 特定個人情報を含む書類は、情報システム部指定の外部システムを利用する場合、極力、

書類原本でのキャビネット保管を行わない。 

第６章 特定個人情報等の提供 

（特定個人情報等の提供） 

第１９条 本協会にて保有する特定個人情報等の提供は、本規則第５条に規定する事務又は

番号法第１９条に規定される内容に限るものとする。 

２ 提供にあたっては部門責任者指定の様式へ記録し、承認を得るものとする。 

（開示、訂正） 

第２０条 本協会にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開

示することとし、開示の結果、特定個人情報等の本人又は代理人より情報の訂正の申出が

あったときは、速やかに対応する。 

（第三者提供の停止） 

第２１条 特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からその提供

の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、第三者

への提供を停止する。 

第７章 個人情報の削除・廃棄 

（特定個人情報等の廃棄、消去） 
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第２２条 本協会は、第２５条第１項に規定する保管期間を経過した書類等について、下記

の手段により、事業年度末を目処に速やかに廃棄する。 

① 特定個人情報等を含む書類の廃棄は、焼却又は熔解等の復元不可能な手法により廃棄

する。 

② 特定個人情報ファイルは、完全削除ソフトウェア等により復元不可能となるように完

全に消去する。 

③ 特定個人情報等を含む電子媒体等は、破壊等復元不可能な手法により廃棄する。 

（廃棄の記録） 

第２３条 本協会は、特定個人情報等を廃棄又は消去したときは、廃棄等を証明する記録等

を３年間保存する。 

第８章 委託と再委託 

（委託先の監督） 

第２４条 本協会は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託する場

合には、本協会自らが果たすべき安全管理措置と同様の措置が委託先において適切に講じ

られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。 

２ 前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。 

① 委託先の適切な選定 

② 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結 

③ 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握 

３ 前項第１号の「委託先の適切な選定」としては、以下の事項について特定個人情報の保

護に関して本協会が求める水準を満たしているかについて、あらかじめ確認する。 

① 設備 

② 技術水準 

③ 従業者（本協会の事務局内にあって直接間接に指揮監督を受けて業務に従事している

者をいう。）、具体的には、理事、監事、評議員、委員、従業員（正職員、契約職員、

再雇用職員、パートタイム職員）、業務委託者、派遣職員に対する監督･教育の状況 

④ 経営環境状況 

⑤ 特定個人情報の安全管理の状況（「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」、「特

定個人情報等の範囲の明確化」、「事務取扱担当者の明確化」、「個人番号の削除、機

器及び電子媒体等の廃棄」を含むがこれに限らない。） 

⑥ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その

他これらに準ずる者（以下総称して、「暴力団員等」という。）または以下のⅰからⅳ

までのいずれにも該当しないこと 

ⅰ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

ⅱ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

ⅲ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 
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ⅳ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

４ 本協会は委託先における特定個人情報等の保護体制について、最低でも１年に１度は確

認を行い、委託先の対応が不十分と判明した場合はすみやかに契約に基づき是正を求める

か、委託先の変更を行う。 

５ 本協会の従業員等に係る個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するときは責任

者の承認を必要とする。 

（再委託） 

第２５条 委託先が当社の許諾を得て再委託するときには、再委託先の監督については、前

条の規定を準用する。 

第９章 情報漏洩事案等への対応 

（情報漏洩事案対応） 

第２６条 責任者は、特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損による事故（以下、「漏洩事案等」

という。）が発生したことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、この規

則に基づき、適切に対処するものとする。 

２ 責任者は、会長及び専務理事と連携して漏洩事案等に対応する。 

３ 責任者は、漏洩事案等が発生したと判断した場合は、その旨及び調査結果を会長に報告

し、当該漏洩事案等の対象となった情報主体に対して、事実関係の通知、謝意の表明、原

因関係の説明等を速やかに行うものとする。 

４ 責任者は、漏洩事案等が発生した場合、特定個人情報保護委員会及び主務大臣等に対し

て必要な報告を速やかに行う。 

５ 責任者は、漏洩事案等が発生したと判断した場合は、情報漏洩等が発生した原因を分析

し、再発防止に向けた対策を講じるものとする。 

６ 責任者は、漏洩事案等が発生したと判断した場合は、その事実を本人に通知するととも

に、必要に応じて公表する。 

７ 責任者は、他社における漏洩事故等を踏まえ、類似事例の再発防止のために必要な措置

の検討を行うものとする。 

８ 責任者は、漏洩事案等への対応状況の記録を年に一回以上の頻度にて分析するものとす

る。 

第１０章 罰則、その他 

（罰則） 

第２７条 この規則に違反した職員に対しては就業規則に基づき処分を行い、その他の従業

者に対しては、契約又は法令に照らして処分を決定する。 

（改正） 

第２８条 この規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

 

附 則 
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１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。（令和４年３月１９日理事会決議） 


